
自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
十
九
年
五
月
十
日

参

議

院

環

境

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
法
律
の
基
本
方
針
の
目
標
で
あ
る
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
に
対
策
地
域
内
の
環
境
基
準
を
達
成
す
る
よ
う
最
善
を
尽
く
す

こ
と
。
ま
た
、
局
地
的
大
気
汚
染
の
状
況
に
も
か
ん
が
み
、
必
要
に
応
じ
て
本
法
に
基
づ
く
対
策
の
見
直
し
を
行
う
と
と
も

に
、
平
成
二
十
二
年
度
以
降
も
引
き
続
き
自
動
車
排
出
ガ
ス
対
策
を
着
実
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
。

二
、
大
都
市
地
域
に
お
け
る
局
地
的
な
大
気
汚
染
に
つ
い
て
は
、
本
法
に
基
づ
く
対
策
に
加
え
て
、
自
動
車
交
通
量
そ
の
も
の

を
抑
制
す
る
施
策
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
た
め
の
有
効
な
施
策
の
早
期
導
入
を
検
討
す
る
こ
と
。

三
、
重
点
対
策
地
区
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
社
会
・
経
済
情
勢
の
変
化
等
に
よ
り
環
境
基
準
の
達
成
が
危
ぶ
ま
れ
る
地
域
を

幅
広
く
積
極
的
に
指
定
し
て
い
く
よ
う
都
道
府
県
知
事
に
対
し
適
切
に
助
言
を
行
う
こ
と

ま
た

重
点
対
策
計
画
の
策
定
・

。

、

実
施
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
知
事
に
よ
り
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
総
合
的
か
つ
主
体
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
関
係
行
政

機
関
等
と
の
連
携
を
十
分
図
る
よ
う
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
適
切
に
助
言
す
る
こ
と
。

四
、
特
定
建
物
の
新
設
に
係
る
届
出
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
排
出
窒
素
酸
化
物
等
の
排
出
抑
制
の
た
め
の
意
見
等
が
確
実
に
行

わ
れ
る
よ
う
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
適
切
に
助
言
を
行
う
こ
と
。

、

、

、

五

流
入
車
対
策
に
つ
い
て
は

排
出
基
準
適
合
車
を
識
別
可
能
な
ス
テ
ッ
カ
ー
制
度
等
の
早
期
導
入
を
検
討
す
る
と
と
も
に

そ
の
導
入
に
当
た
っ
て
は
、
都
道
府
県
と
の
連
携
の
下
、
制
度
の
効
果
が
十
分
い
か
さ
れ
る
よ
う
事
業
者
や
荷
主
、
国
民
等

へ
周
知
を
徹
底
す
る
こ
と
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
車
庫
飛
ば
し
の
問
題
は
非
適
合
車
の
流
入
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
、
関
係
各

省
の
連
携
の
下
で
取
締
り
を
よ
り
一
層
強
化
す
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
が
独
自
に
実
施
し
て
い
る
排
出
基
準
非
適
合

車
の
流
入
規
制
等
の
取
組
に
つ
い
て
は
十
分
尊
重
す
る
こ
と
。



六
、
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
中
で
も
特
に
健
康
影
響
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
Ｐ
Ｍ
二
・
五
に
つ
い
て
は
、
既
に
諸
外
国
に
お
い
て
環

境
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
の
状
況
を
踏
ま
え
、
国
内
の
健
康
影
響
に
関
す
る
知
見
を
早
期
に
取
り
ま
と
め
、
環
境

基
準
の
設
定
を
行
う
と
と
も
に
、
そ
の
対
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
う
こ
と
。

七
、
局
地
的
な
大
気
汚
染
に
よ
る
健
康
影
響
に
関
す
る
疫
学
調
査
に
つ
い
て
は
、
本
委
員
会
の
附
帯
決
議
な
ど
を
受
け
て
平
成

十
七
年
度
よ
り
実
施
し
て
い
る
が
、
調
査
結
果
の
速
や
か
な
評
価
・
解
明
を
図
る
こ
と
。

八
、
東
京
大
気
汚
染
公
害
訴
訟
の
早
期
和
解
に
向
け
て
、
健
康
被
害
対
策
等
の
措
置
を
早
急
に
検
討
す
る
等
誠
意
を
も
っ
て
対

応
す
る
こ
と
。

九
、
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
大
気
汚
染
に
加
え
て
、
地
球
温
暖
化
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
問
題
等
に
も
関
わ
る
こ

と
か
ら
、
道
路
、
鉄
道
等
を
一
体
に
考
え
た
総
合
交
通
体
系
の
構
築
に
向
け
て
、
関
係
各
省
の
連
携
を
強
化
し
、
総
合
的
か

つ
抜
本
的
な
対
策
の
実
施
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


